
議第１４４号 

   呉市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 呉市税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

   呉市税条例の一部を改正する条例 

 呉市税条例（昭和２５年呉市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に，下線で示

すように改正する。 

改正前 改正後 

（市民税の減免） （市民税の減免） 

第３４条 略 第３４条 略 

２ 前項の規定によつて市民税の減免を受

けようとする者は納期限前７日までに申

請書に減免を受けようとする事由を証明

する書類を添付して市長に提出しなけれ

ばならない。ただし，市長がやむを得ない

理由があると認めた場合には，当該提出期

限の経過後に，当該申請書を提出すること

ができる。 

２ 前項の規定によつて市民税の減免を受

けようとする者は納期限までに申請書に

減免を受けようとする事由を証明する書

類を添付して市長に提出しなければなら

ない。ただし，市長がやむを得ない理由が

あると認めた場合には，当該提出期限の経

過後に，当該申請書を提出することができ

る。 

３ 略 ３ 略 

（固定資産税の減免） （固定資産税の減免） 

第５４条 略 第５４条 略 

２ 前項の規定によつて固定資産税の減免

を受けようとする者は，納期限前７日まで

に，次に掲げる事項を記載した申請書にそ

の減免を受けようとする事由を証明する

書類を添付して市長に提出しなければな

らない。ただし，市長がやむを得ない理由

があると認めた場合には，当該提出期限の

経過後に，当該申請書を提出することがで

きる。 

２ 前項の規定によつて固定資産税の減免

を受けようとする者は，納期限までに，次

に掲げる事項を記載した申請書にその減

免を受けようとする事由を証明する書類

を添付して市長に提出しなければならな

い。ただし，市長がやむを得ない理由があ

ると認めた場合には，当該提出期限の経過

後に，当該申請書を提出することができ

る。 

(1) ～(5)  略 (1) ～(5)  略 

３ 略 ３ 略 

（種別割の減免） （種別割の減免） 

第７７条 略 第７７条 略 

２ 前項の規定によつて種別割の減免を受

けようとする者は，納期限前７日までに当

該軽自動車等について減免を受けようと

する税額及び次に掲げる事項を記載した

申請書を市長に提出しなければならない。

２ 前項の規定によつて種別割の減免を受

けようとする者は，納期限までに当該軽自

動車等について減免を受けようとする税

額及び次に掲げる事項を記載した申請書

を市長に提出しなければならない。ただ



ただし，市長がやむを得ない理由があると

認めた場合には，当該提出期限の経過後

に，当該申請書を提出することができる。 

し，市長がやむを得ない理由があると認め

た場合には，当該提出期限の経過後に，当

該申請書を提出することができる。 

(1) ～(9)  略 (1) ～(9)  略 

３・４ 略 ３・４ 略 

（身体障害者等に対する種別割の減免） （身体障害者等に対する種別割の減免） 

第７８条 略 第７８条 略 

２ 前項第１号の規定によつて種別割の減

免を受けようとする者は，納期限前７日ま

でに，市長に対して，身体障害者福祉法（ 

昭和２４年法律第２８３号）第１５条の規

定により交付された身体障害者手帳（戦傷

病者特別援護法（昭和３８年法律第１６８

号）第４条の規定により戦傷病者手帳の交

付を受けている者で身体障害者手帳の交

付を受けていないものにあつては，戦傷病

者手帳とする。以下この項において「身体

障害者手帳」という。），厚生労働大臣の

定めるところにより交付された療育手帳

（以下この項において「療育手帳」とい

う。）又は精神保健及び精神障害者福祉に

関する法律（昭和２５年法律第１２３号）

第４５条の規定により交付された精神障

害者保健福祉手帳（以下この項において

「精神障害者保健福祉手帳」という。）及

び道路交通法（昭和３５年法律第１０５

号）第９２条の規定により交付された身体

障害者又は身体障害者等と生計を一にす

る者若しくは身体障害者等（身体障害者等

のみで構成される世帯の者に限る。）を常

時介護する者の運転免許証（以下この項に

おいて「運転免許証」という。）を提示す

るとともに，次に掲げる事項を記載した申

請書に減免を必要とする理由を証明する

書類を添付して，提出しなければならな

い。ただし，市長がやむを得ない理由があ

ると認めた場合には，当該提出期限の経過

後に，当該申請書を提出することができ

る。 

２ 前項第１号の規定によつて種別割の減

免を受けようとする者は，納期限までに，

市長に対して，身体障害者福祉法（昭和２

４年法律第２８３号）第１５条の規定によ

り交付された身体障害者手帳（戦傷病者特

別援護法（昭和３８年法律第１６８号）第

４条の規定により戦傷病者手帳の交付を

受けている者で身体障害者手帳の交付を

受けていないものにあつては，戦傷病者手

帳とする。以下この項において「身体障害

者手帳」という。），厚生労働大臣の定め

るところにより交付された療育手帳（以下

この項において「療育手帳」という。）又

は精神保健及び精神障害者福祉に関する

法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５

条の規定により交付された精神障害者保

健福祉手帳（以下この項において「精神障

害者保健福祉手帳」という。）及び道路交

通法（昭和３５年法律第１０５号）第９２

条の規定により交付された身体障害者又

は身体障害者等と生計を一にする者若し

くは身体障害者等（身体障害者等のみで構

成される世帯の者に限る。）を常時介護す

る者の運転免許証（以下この項において

「運転免許証」という。）を提示するとと

もに，次に掲げる事項を記載した申請書に

減免を必要とする理由を証明する書類を

添付して，提出しなければならない。ただ

し，市長がやむを得ない理由があると認め

た場合には，当該提出期限の経過後に，当

該申請書を提出することができる。 

(1) ～(6)  略 (1) ～(6)  略 



３ 第１項第２号の規定によつて種別割の

減免を受けようとする者は，納期限前７日

までに，市長に対して，当該軽自動車等の

提示（市長が，当該軽自動車等の提示に代

わると認める書類の提出がある場合には，

当該書類の提出）をするとともに，前条第

２項各号に掲げる事項を記載した申請書

を提出しなければならない。ただし，市長

がやむを得ない理由があると認めた場合

には，当該提出期限の経過後に，当該申請

書を提出することができる。 

３ 第１項第２号の規定によつて種別割の

減免を受けようとする者は，納期限まで

に，市長に対して，当該軽自動車等の提示

（市長が，当該軽自動車等の提示に代わる

と認める書類の提出がある場合には，当該

書類の提出）をするとともに，前条第２項

各号に掲げる事項を記載した申請書を提

出しなければならない。ただし，市長がや

むを得ない理由があると認めた場合には，

当該提出期限の経過後に，当該申請書を提

出することができる。 

４ 略 ４ 略 

（特別土地保有税の減免） （特別土地保有税の減免） 

第１２２条の３ 略 第１２２条の３ 略 

２ 前項の規定によつて特別土地保有税の

減免を受けようとする者は，納期限前７日

までに，次に掲げる事項を記載した申請書

にその減免を受けようとする事由を証明

する書類を添付して市長に提出しなけれ

ばならない。ただし，市長がやむを得ない

理由があると認めた場合には，当該提出期

限の経過後に，当該申請書を提出すること

ができる。 

２ 前項の規定によつて特別土地保有税の

減免を受けようとする者は，納期限まで

に，次に掲げる事項を記載した申請書にそ

の減免を受けようとする事由を証明する

書類を添付して市長に提出しなければな

らない。ただし，市長がやむを得ない理由

があると認めた場合には，当該提出期限の

経過後に，当該申請書を提出することがで

きる。 

(1) ～(3)  略 (1) ～(3)  略 

３ 略 ３ 略 

   付 則 

 この条例は，令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 

（提案理由） 

 市税の減免に係る申請書の提出期限を変更するため，この条例案を提出する。 


